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第２３期火災予防審議会人命安全対策部会小部会（第７回）速記録 

 

１ 日 時 

平成３０年１１月１日（木） １５時００分から１７時００分まで 

 

２ 場 所 

東京消防庁本部庁舎 ８階特別会議室（千代田区大手町１－３－５） 

  

３ 出席者 

⑴ 委 員（敬称省略：五十音順） 

大宮 喜文、唐沢 かおり、佐伯 正人、鈴木 恵子、富永 雄次、三井 雅貴 

                                   （計６名） 

⑵ 東京消防庁関係者 

参事兼予防課長、査察課長、予防部副参事（予防技術担当）、査察技術係長、予防対策担当係長、 

係員２名 

                                   （計７名） 

⑶ その他 

 傍聴人 

                                   （計３名） 

 

４ 議 事 

⑴ 第６回部会の意見概要及び検討事項と方向性の概要について 

⑵ 防火に係る自主管理の状況が良好な建物の評価と活用 

⑶ 関係者が適正な自主管理が行える環境の整備 

 

５ 資料一覧 

⑴ 審議スケジュール ····························································· 資料１ 

⑵ 第６回部会（10月 12日開催）の意見概要········································ 資料２ 

⑶ 検討事項と方向性の概要 ······················································· 資料３ 

⑷ 防火に係る自主管理の状況が良好な建物の評価と活用 ····························· 資料４ 

⑸ 建物関係者へのヒアリング調査 速報 ··········································· 資料５ 

⑹ 関係者が適正な自主防火管理が行える環境の整備 ································· 資料６ 

⑺ 現況の防火管理者への支援環境 ················································· 参考資料１ 

⑻ 総務省報道資料 消火器点検アプリ ············································· 参考資料２ 

 

６ 開 会 

事務局から、委員６名が出席している旨の報告が行われた。 

 

７ 議事 

〔事務局〕 

火災予防審議会人命安全対策部会第７回の小部会を開催させていただきたいと思います。 

本日は、小部会員の方、６名にご出席をいただいております。 

それでは、議事に入ります。 

議事の進行は、大宮小部会長にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

［議長］ 

お忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。 

会議次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

議事の（１）と（２）をあわせてご説明をいただきます。お願いします。 

 

［事務局］ 

それでは、説明させていただきます。 

その前に資料の確認です、資料１として、審議スケジュール。 
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資料２として、「第６回部会（１０月１２日開催）の意見概要」。 

資料３として、「検討事項と方向性の概要」。 

資料４として、「防火に係る自主管理の状況が良好な建物の評価と活用」。 

資料５として、「建物関係者へのヒアリング調査の速報」。 

資料６として、「関係者が適正な自主防火管理が行える環境の整備」。 

参考資料１、２として、現況の防火管理者への支援環境と総務省報道資料ということで、消火器点検

アプリを参考資料としてつけさせていただいております。 

それでは、初めに資料１を用いて審議のスケジュールを説明させていただきたいと思います。 

資料１をご覧ください。 

これまでの部会、小部会で消防が優先して指導する対象物を選定するモデル等の確立、また外部委託

による効果的な指導、民間や他行政機関が保有する建物情報の活用、立入検査の効率化、関係者による

自主管理体制を充実・継続させるための新たな仕組みの構築について議論をさせていただいてきました。 

本日１１月１日の小部会では、ヒアリングの調査の結果から、自主管理体制を充実・継続させるため

の新たな仕組みの構築についてと、関係者が適正な自主管理が行える環境の整備について審議をいただ

きまして、次回の１２月の小部会には、ヒアリングの調査結果とアンケート調査結果と答申の方向性に

ついて示させていただく予定でございます。 

その後、部会で審議をいただき、１月には答申の取りまとめをしていきたいと考えています。 

資料２をごらんください。 

前回、１０月１２日に開催された部会の意見概要についてまとめさせていただいております。 

「消防が優先して指導する対象物を選定するモデル等の確立」として、ご意見をいただいた話の中で、

消防の力のかけ方、小規模雑居ビルを優先するほうがよいとは思うが、大規模な建物であっても、ゼロ

にするわけにはいかず、頻度の問題ではないかという意見をいただいております。 

また、国も同様に、戦略的な立入検査のためのいろいろな方策を検討しているということで、火災危

険性の高いところに重点的に行くために、それを悪いほうからあぶり出すという方法と、逆に火災危険

性が低い建物をあぶり出すという、良い方をあぶり出す方法というのがあるのですが、良い方をあぶり

出す方法というのは、しっかりした理屈がないと厳しいのではないかという意見もいただいております。 

また、火災リスクのスコアリング化を目指すときに、火災に至るまでのロジックモデルを出して、そ

れがビル形態等によって確率がどう変わるのかというようなクロス表などを検討してみてはいかがかと

いう意見もいただいております。 

また、火災リスクが低い建物の立入検査に行かないという説明の中に、火災リスクで大体のレベルを

カテゴライズして、抽出率がリスクに相関しているという説明があると、説明がつくのではないかとい

う意見もいただいております。 

また、消防関係の違反をするところは、他の法令にも違反があるのではないかということで、消防に

関係ないデータでも、ＡＩ分析等に入れると効果があるのではないかという意見をいただいております。 

このような統計的な視点も必要であるという意見がありました。 

また費用対効果の話として、コストのかけ方も検討する必要があるという意見もいただいております。

イギリスでの自主防火関連の事例の紹介をいただきまして、海外での状況を参考にしてはどうかという

意見もいただいております。 

次の項目で、「立入検査の効率化」というところです。 

立入検査に行く人の育成や、立入検査に行く労力を減らす方策も検討すべきという意見もいただいて

おります。 

続きまして、「外部委託による効果的な指導」については、先ほどあったように、費用対効果には疑問

があるということで、やらないよりはいいとは思うが、効果があることに力を使ってもらいたいという

意見をいただいております。 

また、外部委託の場合は、責任の所在をはっきりしておく必要があるという意見もいただいておりま

す。 

次に、「民間や他行政機関が保有する建物情報の活用」という点では、歌舞伎町の火事のときにも調べ

たということで、防火上問題のある建物は、ほとんどの場合衛生上の問題があったということで、今も

その状況は変わらないのではないかという意見をいただいています。 

また、他都市のお話で、京都では、消防と保健所が連携した査察で、かなり強力な指導をしていると

いう状況を紹介いただきました。許認可の関係で、保健所から何か言われると、飲食店にとってはとて

も効果があるということで、参考になるような意見をいただいております。 

また、オリンピックで、東京で大きな被害が出てしまわないように、大きなイベントがあるというこ
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とをチャンスと捉えて、省庁間で横のつながりを大事にすることも考えていかなければならないという

意見をいただいております。 

また、民間情報や他行政機関の情報活用という点で、情報保護の観点からすれば、目的外使用に当た

ると考えられる可能性もあるので、留意をして検討してくださいという意見をいただいております。 

続きまして、今回、資料４でも添付させていただいて、この後、説明させていただきますが、建物の評

価の方法ということで、パターン１～３というものを前回提示させていただいたのですが、その部分に

ついての意見として、自主的な管理に比重を置くことは妥当な線だと思っているが、適正な自主管理は、

報告だけではわからない部分があるので、担保のとり方について検討する必要があるという意見をいた

だいております。 

また、国でも、建物関係者の自主的な検査の結果を活用する方策を検討しているということですが、

その信頼性を報告書だけで済ませるという、信頼性の担保というところについては、不安に思っている

消防本部が多いということで、その辺も考えなくてはいけないという意見ももらっております。 

また、リスクが低い対象物をどう選ぶかについては、結局は、経験を積んでいかなければならないと

考えているということで、精いっぱい、今、考えられるパターンを出して、やってみて、見直して、よく

していくのがよいのではないかという意見もいただいております。 

防災センターがあるビルは、防災警備の仕方がかなり類型化されておりまして、それが保たれていれ

ば大きな問題にならない。防災設備が故障せず動くか、防災センターのオペレーションはかなり高度な

ので、扱える能力があるかなどを見ていくと、ポイントが絞られるのではないかという意見もいただい

ております。 

「インセンティブについて」は、過去の火防審でもインセンティブについて話し合って、政策もされ

たが、効果が出にくいというのは、インセンティブというのはかなり難しい問題ではないかという意見

をいただいています。 

優良物件に対して甘くするよりは、しっかりやっているところを褒める仕組みがよいという意見をい

ただいております。管理がだめなところについては、まだまだ議論が必要ではないかという意見もいた

だいております。 

自主管理が優良ではないような、そのような体制がとれないということが、社会に対してあまりよく

ないことだという状況であって、そのディスアドバンテージとなるのであれば、それがインセンティブ

となるのではないかという意見もいただいておりますが、現状、それは難しいのではと意見をいただい

ております。 

都民の安全や安心を担保するために、自主防火管理ができていない事業者から徴収する税金や、管理

のよい建物の税金の優遇措置、経済面のインセンティブがあれば、経営者の意識改革が進むのではない

かという意見もいただいております。 

保健所の違反で営業停止になるように、消防の違反があった場合も同じような罰則がないと、大きな

問題になるのではと心配しているという意見をいただいております。インセンティブが難しいとすれば、

違反があったら罰金というような簡便な制度があれば、効くのではないかという意見もいただいており

ます。 

「その他」の意見として、建物の場合も建築基準法も消防法もいろいろな法律がかかわることなので、

マイナンバー制度のように、ビルディングナンバーのようなものが将来的にはできるのではないかとい

う意見をいただいております。ＩＴ、ＩＣＴの進歩に絡んで、うまく管理ができるような世界が望まし

いのではないかという意見をいただいております。 

命令や告発の件数がとても少ないという話がありまして、これはそもそも命令や告発をする事案が少

ないのか、それとも命令や告発する事案はあるけれどもやっていないのか、どちらなのかというふうな

質問もいただいております。 

今までの説明が前回、第６回の部会での意見の概要となります。 

続きまして、資料３をごらんください。 

資料３につきましては、前回の意見を参考に、（１）の②の「立入検査の効率化」というところに「立

入検査をする人材の育成と支援ツールの拡充」というものを追記させていただいております。 

また、下の部分で「ヒアリング、アンケート等により、自主防火管理に有効な行政サービスやツール

について調査を実施」ということで、この赤く囲んである部分が本日のメーンのテーマというところで

説明させていただきたいと思います。 

資料４をごらんください。 

資料４につきましては、前回、提示させていただいたものに一部追記させていただいた資料となりま

す。 
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「防火に係る自主管理の状況が良好な建物の評価と活用」という、このパターンを３つ用意させても

らって検討を前回も進めていただきました。 

まず、パターン１について説明しますと、資格者、例えば、防火安全技術者や防火対象物点検資格者

の資格者を活用して、定期的に建物の自主管理を報告してもらうという建物についての評価の方法とい

うことと、パターン２については、資格者が日常的に防火の安全性の維持や防火管理業務の履行状況を

確認する体制が整っているような建物というものを考えております。 

パターン３については、パターン１、パターン２などの方法により、常に防火安全性を確認する管理

体制が構築されている事業者グループで管理する建物と考えています。 

どの評価方法でも、適用できるものとして、現在、実施しているヒアリング調査等を検討した上で、

評価を受けた建物内のインセンティブの検討もしたいと考えているところです。 

パターン１からパターン３までをもう少し詳しく説明させていただきたいと思います。 

次のページ、資料４の２ページ、３ページをお開きいただきたいと思います。 

まず、２ページのところに、パターン１の説明をさせていただいております。 

ここで示すように資格者、ここでは防火安全技術者と防火対象物点検資格者と書かせていただいてお

りますが、定期的に自主検査結果を報告してもらっている建物ということで、防火対象物の定期点検の

義務対象物では、防火対象物点検の全ての部分で報告済みであることを報告すればよいということや、

報告は電子など、オンラインとか電子システム等で簡易な方法とすること、関係者の過度の負担になら

ないようにするというようなコンセプトです。 

また、自主検査の結果、不備があった場合は、一定の軽度の不備であれば、改善計画の中で指導して

いくというようなイメージを持ったものがパターン１となります。 

パターン２とパターン３の話なのですが、まず、パターン２のところで、下の図となるのですが、資

格者が日常的に防火安全性の維持や防火管理業務の履行状況を確認する体制が構築されている建物とい

うことで、コンセプトとしますと、法令で定められた点検・報告に加え、各テナントの日常的な防火管

理業務の実施状況を確認するという内容です。 

主に、内装監理室や防災センター等があって、管理者が常駐するような大規模な建物を想定しており

ます。また、常駐でなくても、日常的に確認できる体制が構築されていれば可能というイメージでござ

います。 

違反のないということの評価ではなくて、関係者自らが改善を行う自主防火管理体制の評価というこ

とです。 

管理側の指導でも改善が困難な場合には消防署に相談をしていただくことで、消防署が相談に乗って

いくというような形のイメージになっているのがパターン２となっております。 

次のページ、パターン３については、パターン１、パターン２などの方法によって、常に安全性を確

認する管理体制が構築されている事業者のグループですね。管理とかそういうイメージです。その管理

する建物ということで、コンセプトとしましては、多数の建物を所有・管理する事業者グループを想定

しておりまして、違反のないという評価ではなくて、これも関係者自らが改善を行う自主防火管理体制

を評価ということでございます。 

管理側の指導でも改善が困難な場合には消防署に相談してもらうというパターン２と同様なイメージ

を持っております。 

ここの部分につきましては、別途、事業者グループの評価方法について検討する必要があると考えて

おりまして、例えば、ここで書かせてもらっているのが、同一のグループに属する建物のうち、一定数

がパターン２の体制、グループの中の一定数でパターン２のような体制が構築されているということが

確認できれば、残りの建物も同様な取り扱いをするなどを考えております。 

次に、資料、今、説明しました３つのパターンについてのインセンティブや現在の建物の状況などに

ついて、現在、ヒアリング調査を行っていまして、そのヒアリング調査の結果、速報が出てきましたの

で、その辺を補足させていただきたいと思います。 

資料５をごらんください。 

ここに記載されているのが、現在ヒアリングの実施済みの建物の状況となります。 

複数権原の建物において、主用途、延面積、築年数、２３区内外というような属性がばらけるような

対象物を選定しまして、１２月までに４０件ほど実施する予定となっております。 

今回は、この中で一番上のＡＢＣと書かせていただいているのですが、このＡＢＣの建物について詳

細にヒアリングの結果を提示させていただいて、その評価のパターンの議論の材料にしていただければ

と思っております。 

調査の内容ですが、次のページの建物Ａというところで、まずご説明させていただきます。 
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ヒアリング調査の内容としましては、まず、建物の概要がありまして、その後、その下のほうに矢印

で書いてあるのですが、「建物防火管理におけるテナントの管理方法」を聞いております。 

また、次のページに、建物の防火管理における日常のテナント指導の方法について聞いております。 

消防の立入検査についても聞いております。 

優良防火対象物認定表示制度等の表示制度について、ヒアリングをしております。 

また、自主防火管理が良好な建物に対する評価ということについてはどのように思っているかを聞い

ております。 

自主防火管理の充実に向けた環境の整備についても聞いております。 

ヒアリングをした内容について、説明させていただきます。 

まず、建物Ａの説明をさせていただきます。 

建物Ａの概要としましては、特定用途の複合の１６万㎡、３０階以上の築３０年以上の建物にヒアリ

ングに行っております。 

建物の状況は、このポンチ絵で描かれているようなほぼ事務所ビルということになります。 

収容人数が１万２，０００人で、テナント数は１００程度あるというような、かなり大規模な建物と

なっております。 

建物の所有形態というのが、ここに記載されているように、所有としては２法人となっておりまして、

管理する法人が入りまして、防火管理者は管理する法人の方がやられているというような形になってお

ります。 

ここで各種の点検報告については、防火対象物点検も該当ですし、設備点検も該当となっております。

また、建築基準法上の定期報告も該当になっております。優マークは、この建物は取得しておりません。 

過去の建物全体の立入検査では、２００７年７月に２日間かけて実施しておりまして、トータルで７

１件の指摘を受けております。 

ただ、一番右のところに是正確認年月日というのがあるのですが、これは是正確認年月日に２００７

年７月１８日とあるのは、その場ですぐに直したというような理解をしていただければと思います。 

また、「～２００８年６月３０日」となっているのですが、この２００８年６月３０日というのが直し

た最終日ではなくて、消防が確認した日とあるので、この２００８年６月３０日に行ったときには、全

てがもう直っている状態になっているというような建物になっています。 

なので、実態としますと、違反があったにしても、きれいに直していただいているというような状況

になっております。 

１点だけ、自衛消防体制の不適というのが、時間がかかってしまっているというのが、この建物では、

だということであります。 

この建物の防火管理におけるテナントの管理の方法につきましては、今まで①となりますが、テナン

トの防火管理関係の届出の状況については、届出書の写しを出してもらうような形によって把握をして

いるということになっているそうです。 

また、次のところの建物防火管理における日常のテナント指導ということでは、②になります。飲食

店テナントの最終退出者に対して、防災センターで自己チェック表に記入させ、実際に顔を合わせて書

かせているというところになっています。実際に顔を合わせるというところが、非常に意味を感じてい

るという意見をいただいています。 

⑤の建物側で定期的に巡回を行っているということで、巡回のときに違反をしているようなものがあ

れば、警告書を貼ったり、またその貼られた側は、店長が建物側に一度顔を出さなくてはいけないとい

うような仕方で、仕組みができているそうです。 

また⑥では、事務所のテナントの中には、点検が３年に１回になるというよりも、毎年点検したほう

がいいということで、防火対象物の特例認定というものをあえて取得しないような事業所もあると聞き

ました。 

消防の立入検査につきましては、最近受けていないですが、テナントの入居の際の使用検査や防火対

象物の点検の特例認定の検査は受けているので、その検査の際に、消防が顔を出して指導をしてもらう

と、テナントが指導に従うので有効だと考えて感じているという意見もいただいています。 

建物全体の立入検査というのは、時間がかかってしまうと建物側でも思っているそうです。 

優マークにつきましては、メリットを感じていないという状況です。 

その次の自主防火管理が良好な建物に対する評価についてということで、評価することをどう思いま

すかという話をしますと、建物側が行っている取組を安全だと評価されるということについては、やぶ

さかではないが、これ以上負担がふえるというのは望んでいないという意見です。 

また③で、小さな違反があっても、それを建物側でリカバリーする制度ができていれば、建物は安全
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だと考えているため、このような仕組みというのは納得できるという意見もありました。 

それに対して、また⑤なのですが、やって当たり前の自主防火管理に対して、表彰や表示マーク等の

インセンティブはおかしいのではないかという意見もいただいております。 

自主防火管理の充実に向けた環境の整備につきましては、①で、アプリで配信するというような方法

は、若い人が身近に感じられるので普及にはいいのではないかという意見や、自衛消防訓練用の資機材

について、今、東京消防庁でもいろいろな資機材があるのですが、オフィスビル等で小規模なスペース

でもできるような小型の資機材があればいいというような意見もいただいております。 

続きまして、建物Ｂの説明をさせていただきます。 

建物Ｂにつきましては、床面積は４万５，０００㎡で、築年数が１５～２０年で、主用途がホテル・事

務所のビルとなります。 

収容人数は３，０００人程度で、テナント数は２０ぐらいです。 

この建物は建物所有形態と防火管理形態というものが全て法人Ａという１つのところでやっていると

いうような建物になります。 

各種点検報告については、該当で、優マークにつきましても、平成１９年に取得をして、現在まで更

新をしているという建物になります。 

過去の立入検査は２０１６年、２０１８年と全く違反の指摘がないような状態になっております。 

ここで聞いたヒアリングの内容ですが、防火管理におけるテナントの管理方法としては、先ほどの建

物Ａと同じく、①でテナントの防火管理関係届出書類については全て把握しているということで、②と

なりますが、建物所有会社の従業員が、防火対象物点検資格者の資格を取得しまして、全ての点検を請

け負っているため、毎年の点検時にテナントの状況を全て把握することができるような形になっている

となっております。 

また、テナントの工事がある場合には、図面も全て提出させ、建物側でもチェックを行っているとい

うことになっている建物です。 

防火管理における日常のテナントの指導なのですが、テナント個々については、自主的な防火管理活

動は難しいと感じているそうです。 

週に３回程度、これも建物Ａと同じなのですが、建物所有会社の担当者がビルを巡回して指導を行っ

ているという状況です。 

優良防火対象物認定表示制度のヒアリングにつきましては、優マークを売りにしても、テナントの誘

致は難しいという話がありましたのと、あとここはホテルということもありまして、ホテルですと適マ

ークというものがあって、そちらのほうの認知度が高いということもあって、非常にそこは悩ましいと

いう意見をされております。 

優マークにメリットがあるとすると、立入検査の話になってしまうのですが、検査の日程がコントロ

ールできるというものを有効であるというようなお話をいただいております。 

最後に、自主防火管理が良好な建物に対する評価については、評価されたことによって、軽微な工事

に対する消防の使用検査などが省略されるとすれば、ありがたいというような意見がありました。そう

することで、工事内容については、事前にチェックしているので、あとは工事事業者と消防のやりとり

だけで済んで、建物所有者が検査に立ち会う手間が省けるという意見でした。 

今、説明した建物Ａ、Ｂについては、パターン２の方法が適用できるのではないかと考えています。 

建物Ａの建物規模ですと、管理会社等の日々の点検や巡回、両方とも日々の点検や巡回というものを

やっておりますので、その辺を担保として考えるのはどうかと考えております。 

続きまして、建物Ｃになります。 

建物Ｃのヒアリング結果は、これは特定用途の複合で、２万㎡程度の建物となります。テナント数が

３０程度で収容人数が３，０００人程度の建物になります。 

こちらの建物の所有形態や防火管理形態というのが、管理形態が別の法人で管理をしているというよ

うな形となります。 

各種報告については、全て該当で、優マークの取得はないという状態です。 

過去の立入検査を見てみますと、２０１４年の立入検査では、避難障害・物件存置４件の違反指摘が

あったのですが、これは指摘の内容のところにもありますが、是正確認日を見てもらうと、その日の、

その場で直してもらっているという状況です。 

その後、２年後にもう一度立入検査を入れたところ、指摘がないような状況ということで、優良であ

るというようなイメージの建物です。 

ここでのテナントの管理方法につきましては、建物Ａ、建物Ｂのように、防火管理の届出状況につい

ては全てを把握しているということで、把握する中でも、テナントの入居の際、契約の中にそのような
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事項をきちんと入れておりまして、例えば、③の防火対象物点検報告については、建物側での指定業者

で行わなければならないと記載をしており、建物側で管理しやすいような状況にしているそうです。 

次の、建物防火管理における日常のテナント指導ということで、こちらもテナントの退館時にチェッ

クシートを防災センターに届出る仕組みになっているようなところです。 

③になります。この建物では、館内マニュアルに反則金制度という罰金制度のようなものを建物内で

実行していまして、違反があったときなどは罰金を徴収しているというような建物です。④の電気工事

については、定期的に社内検査を行っているということと、あと厨房の点検も社内独自で行っていると

いうことになっています。 

続いて、自主防火管理が良好な建物に対する評価ということで、①でこちら、「当社は」と書いてある

のですが、これは管理会社にヒアリングをしておりますので、建物管理が平準化されておりまして、建

物の大小にかかわらず、どの建物でも、今回ヒアリングをした管理会社ですと、ほぼ同じレベルの管理

ができているという話を受けました。 

事務所ビルにおいて、コンプライアンスを気にしているような大手テナント企業に対しては、評価さ

れた事業者が建物管理をしていることを売りにできるというような可能性があるのではないかという話

もいただいております。 

また、評価されたことで、テナントに対する権限・強制力・発言力を持てるのであれば、評価されるこ

とには意味があるのではないかと考えているそうです。 

自主防火管理の充実に向けた環境の整備につきましては、消防署への届出の電子化が進むと、手間が

省けるというような意見をいただいています。 

この建物Ｃにつきましては、管理会社ということで、パターン３のような事業所グループとして評価

ができるような建物になるのではないかと考えて、このような、今、ヒアリングを整理しながら、この

評価の方法について、検討を進めさせていただいているところです。今回は、幾つかのヒアリングの中

から、委員の方にご意見をいただければと考えております。 

これで終わります。 

 

［議長］ 

会議次第の議事の１と２両方あわせてご説明いただきました。 

議事の（１）につきましては資料３まで、議事（２）については資料４、５ですが、何か今のご説明に

対してご質問等ございますでしょうか。 

今回、資料２の１０月１２日開催の意見の概要をご説明いただきましたが、これまでこの小部会でも

議論してきた話、また、１０月１２日の話を受けまして、今回のこの資料がまとめられているというこ

とでよろしいでしょうか。 

出席されている委員の方々の中で、発言をしたりしたけれども、少し反映が足りないということもあ

ればご指摘いただければと思います。 

 

［委員］ 

ちょっと１点だけお聞きしていいですか。 

建物Ａ、Ｂ、Ｃの所有者さんなのですけれども、これは全部複数ビルを持っているような大手の会社

さんということですかね。 

 

［事務局］ 

ＡとＣはそうです。Ｂのみ単独です。 

 

［委員］ 

分かりました。 

 

［議長］ 

資料４についてですが、「防火に係る自主管理の状況が良好な建物の評価と活用」ということで、パタ

ーン１からパターン３まで分けられていて、これはこれまでもこういったアウトラインのようなものは

ご説明があったかと思うのですけれども、今回は詳細にご説明いただいたかと思います。例えば２ペー

ジ目、３ページ目にパターン１からパターン３まで消防署との関係が矢印等で記されていますけれども、

パターン１の場合には、自主検査結果報告について消防署に報告をするということになっていますが、

パターン２とパターン３については、管理体制を確認ということでとどまっています。検査した結果の

建物の状況のようなものについては、パターン２、パターン３は特に消防署で把握しないということか
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と思いますが、そのような理解で宜しいでしょうか。 

 

［事務局］ 

これ以上負担がないようにというものを１つ考えています。建物側に負担がないような状況というこ

とで考えると、把握している情報で、定期的に関係者に確認するということで足りるというイメージは

しているのですが、報告を求めてしまうと、それがまた１つの、建物側からするとプラスの業務になっ

てしまうので、ここを意識しながらここの部分では報告を求めないような形にしているということにし

ています。 

 

［議長］ 

これまでの資料の中で、負担軽減という文言がありましたけれども、そういったようなことを意識さ

れているということでしょうか。 

 

［事務局］ 

はい。 

 

［委員］ 

１つよろしいですか。 

以前、ご説明いただいているのだと思うのですけれども、もう一度確認させて下さい。検査結果の報

告というのは、建物の状況について報告するということであり、ここに記載されているパターン１での

自主検査の結果報告というのは、検査した建物の状況だと思うのですが、管理体制の確認というのは、

管理会社がどういう体制をしいているかについての確認ということでしょうか。その場合、具体的には

どのようなことなのか、つまり、どのように何を把握したら確認できたということになるのかというこ

とを教えてください。また、加えて気になったのは、ヒアリングのＣのケース、最後の自主防火管理が

良好な建物に関する評価についてという質問項目のところで、結局、建物に対しての評価というよりも、

このヒアリングのやりとりだと、管理会社に対して何かクレジットが来るというように受けとめておら

れ、管理会社が評価されると、それが管理会社にとってはメリットであるということを考えておられる

と読み取れます。これらの関係について、今一度確認させていただけますでしょうか。 

 

［事務局］ 

一つ目のご質問なのですが、そこの部分を、ヒアリングで少しずつ洗い出していこうというところな

のですが、今回のヒアリングの結果ですと、先ほども説明させていただいていたのですけれども、管理

会社なりが巡回などで建物をチェックしている状況があって、日常的な管理がされているというような

ヒアリングの結果もありますので、その辺をひとつ評価の方法に組み込んでいけたらいいのかなという

ものを思っていますし、あと、テナントの管理状況なども届出などを全て管理会社が持っているという

状況があれば、そこは優良な建物として評価してもいいのではないかというような形で、その辺の評価

の仕方の担保のとり方というのを検討していっているところです。 

逆に、そこら辺で委員の皆さんの意見をいただけるとありがたいなというのは事務局としては思って

いるところです。 

それと、２つ目のご質問で、ヒアリングをした場所によって違うというのが、今回、この建物Ａにつ

きましては、建物管理会社にヒアリングをしているのですが、建物Ｂについては、建物所有会社にヒア

リングをしています。３番目は建物管理会社にヒアリングをしているのですが、これは実際ヒアリング

をするときに、消防の話の窓口というのが、建物によって大分違うものがありまして、消防関係の話に

なると、管理会社の部署の方が理解をしているということで、そういう理解をしている方に、どうして

もヒアリングを行っているという現実がありまして、結局その建物の消防の窓口の方とお話しした結果

となってしますので、どうしても、所有者側の意見というよりは、管理者側の意見になってしまったり

というのは、現実としては、今、所有者に聞きたいということができないような状況になっております。 

 

［事務局］ 

今のご質問と関係するのですが、管理体制について、結局、事業者がどのようなチェックを実施して

いるかということを確認することも含まれているという話ですけれども、結果的に先ほどの資料５のヒ

アリング調査概要のところで、消防の方々が指摘をされている内容が幾つか書かれていました。そうい

う経験を踏まえて、消防の方々がどういうところを確認されて、そうすることによって安全を確保して

いるというところのノウハウがあって、それに対して、指摘がないような形でのチェック項目を、独自
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に事業者がまとめられていることもあるように思いますがいかがでしょうか。 

 

［委員］ 

もう一度今の話、よろしいでしょうか。 

 

［議長］ 

いわゆる消防の方々がチェックをしたときに、７１件も指摘があったという話が先ほどありましたけ

れども、今後、独自に防火管理業務のようなものでチェックをするときに、消防による指摘を参考にし、

独自に確認することがあるように思いますが、いかがでしょうか。 

 

［委員］ 

消防行政も大分変わってきているのですけれども、かつては指導行政といって、一々消防署の指示を

仰いで、そのとおりにやりますみたいな形だったのが、もうかれこれ１５年ぐらいはたっていると思う

のですけれども、検査行政ということで、まさに自主防火管理、自主防災管理というのをやってくれと。

それで消防署はたまに行って、それをチェックしますよと。いわゆる検査しますよと。今の考え方はそ

ういうふうになってきていると思うのですけれども、事業者としてもその自主防火体制ということは、

もう十分理解をしていて、これは誰かに言われなくても、きちんとしたところはもう普通にやっている

ということではないかと思います。 

ただ、そのレベルがあって、消防の方が確認すると、細かいところまで見られると、これはちょっと

変えたほうがいいですよという形で指摘は上がっているということで、その指摘が上がること自体が悪

いということではなくて、それはものの見方というのですか、そういうところをちょっと改善すれば、

これは直ってくるという話ではないかと思います。 

こういう検査のときは、本当に細かいところまでご指摘いただけるのですよね。それが件数になって

カウントされてきていますので、件数だけでレベルが低いのかということではないのではないかという

気がしています。 

逆に、１件でも致命的なところがあった場合には、そちらのほうがむしろ問題があるというようなこ

ともあり得るかと思いますし、いずれにしても事業者側で自主的にやっているというのも、担当したと

ころは、そういう形ではないかとは思います。というか、消防当局からもそういうふうな指導をもうず

っと十数年間受けてきているのが実情です。 

だから、私はこの前の部会のときには、傍聴席にいたのですけれども、今回のこの問題というのは２

０２０年に向けて、東京都全体の安全性を高めるということだったと理解しているのですが、そのため

には小規模な雑居ビルを徹底的にやるというのが一番全体の安全性を高めるということにはつながると

いう話だと思うのですが、そのときに、では今までやっていたところも、こういう大規模あるいは優良

なところを野放しにしてもいいのかというところが、今、問題の１つになっているかと思うのですけれ

ども、それはこちらのアンケートで見ても管理会社ですけれども、事業者サイドから言って、インセン

ティブ、評価されること自体、あまりウェルカムではないですよね。ウェルカムではないし、それはもう

逆に言えば、自主防火体制がきっちり根づいているということの裏返しなのかなとも読めると思うので

す。 

予防部長が極端なお願いをしていまして、とにかく全ての検査は小規模をやれと、こういうふうに答

申していただいてもいいですよみたいなのをおっしゃっていたと思うのですが、まさに全体の話で行く

と、そういう問題のあるところを集中的にやるということで、例えば２０２０年までこういうところを

野放しにしても、そんなに、消防が来ないからやらないというふうには全くなっていないのではないか

というふうな気はします。 

私、ビル協の代表で来ていますけれども、そういうところに加盟しているところはそういう形で、意

識を持って、協会としてもやっていますしという。それは例えば消防当局はどういうふうに評価するか

というのはまた別かもしれないので、逆にその辺のところはお聞きしてみたいと思うのです。 

あまり、評価するところで手間がかかって、肝心な査察に行けないという話だと、またそれもちょっ

と違う話になるのかなというところもあるのかなと聞いていました。 

 

［議長］ 

今のお話ですと、消防の方々の確認をされるときの内容というよりは、もう少し大きな枠で確認され

ている印象を受けました。消防の方は本当に細かいところまで見ていただけるというお話がありました

ので、そういうところまでなかなか気がつかないというところも実際おありなのかもしれないというこ
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とかと思います。 

先ほど、話がでましたが、チェックする役割を担う資格者のような具体的なイメージは、消防でお持

ちでしょうか。 

 

［委員］ 

逆にその辺の目ききは、一番消防の方がお持ちではないかと思うのです。我々、自画自賛しても全然

だめなので、我々の立場からいくと。消防側から見て、一番目きき力は消防当局があるかと思います。 

先ほどの事務局の話であったように、ここの優良な建物と評価するために報告を求めるということに

なると、「いいです、優良でなくても。普通に査察を受けてください」という話にもなりかねないと思い

ますので、だから、そういう面もありますよね。 

評価されること、ウェルカムであれば、やる気になるのでしょうけれども、あまりこの３つだけ見て

もそこは響いていないように読めますので。 

 

［議長］ 

資料４の２ページ目の右のパターン２の、水色で塗られている背景になっている下から２つ目の文章

で、違反のないことの評価ではなくて、関係者自らが改善を行う自主防火管理体制を評価するというこ

とを目指すというようなニュアンスでよろしいでしょうか。委員の方々、何かご意見などおありでしょ

うか。 

 

［委員］ 

私自身も素人なので、よく分からないところがあるのですけれども、管理体制を評価するのは消防側

ですよね。どういう情報が来て、それがどうであれば、管理体制ができているというふうに評価できる

かということについて、消防側のほうでは、何か明確なコンセプトをお持ちなのでしょうか。それとも、

むしろ、ビルを管理している側のほうが、このように評価してもらえば、またはこういう情報を出した

ら、自分たちがちゃんとやっているということが言えるのだと考えておられる状態なのでしょうか。両

者のすり合わせもあるとは思いますが、そのあたりはどうなのでしょうか。齟齬があってはうまく回ら

ないとも思うのです。 

 

［庁内関係者］ 

今、大きな建物を見ると、現実には防火のいろいろな建物での行動というか、やるべきことというの

は、管理会社が主体になってそれぞれのテナントさんのチェックをしたり、ビルの維持管理、定期的に

しっかり修繕をしようとか、そういうことをやられているので、そこを消防がしっかり確認ができれば、

結果として今まで立入検査に行っても指摘がないというような傾向にあるので、そこの管理会社がきち

んとした体制があればという、そこはちょっとまだはっきりはしていないのですけれども、そこをしっ

かりと確認をしていけば、自ずとビルも安全な方向に行っているだろう、ということで評価をしていき

たいということです。ただ、我々一方的な見方では、現実的にどう管理会社さんがうまくやっているの

かというのは分からないので、ヒアリングやアンケートをとって管理会社さんのノウハウも、しっかり

我々も取り入れていこうということでやっています。一方的に消防がこうでないとだめだということを

決定していこうというつもりは全くありませんので、ヒアリングやアンケートをとっていきたいなと思

っています。 

ただ、我々からすれば、管理会社さんというのは、それなりの人がいて、資格を持った防火管理者さ

んも含めて、そういった方がいてというのがまずは体制としては必要でしょうと。その上で、それぞれ

の項目のチェックが、主体的に管理会社さんができているかどうかというのを見ていきたいなと思って

います。 

それで今、このパターン２というのは、１個１個の大きな建物を見たときに、大きな建物はここにあ

るテナントさんのＡ社さん、Ｂ社さん、Ｃ社さんが主体的というよりは、管理会社が主体なのでという

ことを見ていくということになるのですけれども、それを幾つかのビルを見ていったときに、大きな管

理会社さんは、幾つかのビルを受け持っているとなると、その管理会社さんがしっかりしていれば、ほ

かのビルも多分、丸になるでしょうということなので、パターン２からの派生というか、それをもう少

し広く見たときに、パターン３が出てきて、管理会社さんを、では確認しようということですので、パ

ターン２というのは、ある意味個別の管理している人たちを見ながらやっていこうと。それが実はＡと

いうか、ある管理会社が幾つかやっていて、ああここみんなちゃんとやっているねということであれば、

このパターンＣという形になって、管理会社というところでの自主的なチェックをしていければと思っ
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ています。 

 

［委員］ 

そうですね。ですから、管理会社の評価ということですと、管理会社から見ると、これはとてもイン

センティブになりますよね。そこでお墨つきをもらえたら、それこそいろいろなところでまた仕事をも

らえると。要するに管理会社のクオリティーを、消防庁からお墨つきをもらっているということの裏返

しなので、それは事業者というか、オーナーに対してはとてもＰＲになると。管理会社はメリットを感

じ、最後の発言もそういうことではないかなと。 

管理会社の評価になってしまうというの、何か少し、うまく説明できないのですけれども、若干違和

感を感じてしまったりするのですけれども。 

 

［委員］ 

管理会社ではない。建物の所有者で。 

 

［委員］ 

所有者ですよね。こういう質問をするときに、所有者の人に質問してもあまりちゃんと答えられない

ので。 

 

［委員］ 

まあそれは、管理会社の人に。 

 

［委員］ 

なので、管理会社の人になってしまうというのは分かるのですけれども。 

 

［委員］ 

契約上は建物の所有者が絶対責任者なので。 

 

［委員］ 

所有者ですよね。 

 

［委員］ 

管理会社はそれをサポートする立場にあるわけです。建物を管理するとき、統括管理するのか、設備

管理だけするのかによって変わってくるのですが、この大手のところはほとんど統括管理なので、その

管理の中で設備管理と清掃と警備のすべてをみることになります。防災関係だったら、警備なのです。

テナントが退館して、最終的に警備員が巡回する。この中でもアンケートで上げましたが、見まわる契

約になっているのです。警備員の常駐契約があって、機械警備もそうなのですが、警らもやっていかな

くてはいけない。それできちんと戸締りをしましたということで、その日の仕事が完結する。出入り管

理もやっていますので、そういうところはある程度の大きな建物であれば、きちんとしています。そう

いったのも評価の対象になるわけですよね、先ほど言われた防火管理。 

だから、どこのポイントを評価するかと先ほど言われましたが、大きな建物は必ず警備会社がいない

と、いろいろな出入りがありますので、この消防庁もそうですけれど、入るとき、必ずカードでなけれ

ば入っていかれないのです。誰がいつ入ったかというのも、一元管理されていますので、そういった意

味で言えば、大きな管理会社がそういったシステムをつくっているということで評価されているという

ことになるのではないでしょうか。 

どこをどう見ればいいかという、たとえの話なのですけれども。全体的に一番は所有者です。建物の

所有者がいろいろな責任を一元的に背負うわけですね、何か事故があった場合は。電気事故でもそうで

すし、そういった意味では、建物は所有者を評価されて、ここの建物はきちんとしていますよというイ

ンセンティブが出てくると、テナントさんも安心して入ってくる。 

 

［事務局］ 

今の話についてパターン２でいうと、ヒアリングをしているのは管理会社の方かもしれませんけれど

も、評価は建物単位で行うので、結果的には所有者の方を評価することにつながると思います。 

 

［委員］ 
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そうですね。 

 

［事務局］ 

この議論の一番最初のときに、横のグラフを出させてもらって、立入検査に行って違反がないところ、

何回言っても直らないところ、ちょっと言ったら直るところがあって、すぐに直せるところを増やした

いという話をさせてもらっています 

重大な違反であれば、当然オーナーさんの許可がないと是正できないのですけれども、すぐ是正でき

るやつは、そこまでの必要がないというのが多く、さっき７１件の指摘をすぐ直したというように、軽

微な違反が多いと思うのです。 

管理会社さんが任されている範囲で直せる部分も中にはあるでしょうから、多分、良い建物というの

は、良い管理会社さんからも生まれてくると考えています。 

さすがに管理会社さんを１個１個見ていくと大変なので、ちゃんとやられている管理会社さんがいる

のだったら、それは少しまとめて評価をしてもいいのではないかというのがパターン３なので、基本は

この建物、オーナーさんを評価するという仕組みに変わりはないです。 

 

［委員］ 

そうするとパターン３のこの事業者グループの事業者というのは所有者ですか、それとも。あとは、

ある所有者が複数ビルを持っていて、管理会社は違うところに頼んでいるみたいになったときに。普通

そういうほうが多いと思うのですね。 

 

［委員］ 

それが多いですね。○○ビルなんかそうですね。都内のあちらこちらにビルがありますが、管理会社

はそれぞればらばらです。 

 

［委員］ 

ばらばらで。 

 

［事務局］ 

そこは見方が２つ出てしまうのですよね。一つの管理会社でグループ内の建物全部の全部を管理して

いるところと、複数の管理会社が管理しているところと。後者について、どこの管理会社でも同じ管理

をやらせているというオーナーさんがいれば、オーナーに話を聞いて、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社に管理を委託

されていて、それぞれの管理体制をお聞きして、どこも同じ契約形態をとられていることがわかれば、

Ｄ社も同様に管理を委託されていることがわかれば、同じ取り扱いをするということになると思います。 

 

［委員］ 

でもそれは、管理会社だとすると、管理会社同士ですごいことになるのではないですか。それこそさ

っきの話と全く逆転で、管理会社がうちのグループをお願いしますとオファーしてきて、何とかお墨つ

きをとろうみたいな。そうしないと、今度はオーナーさんから見ると、こちらのＡ社はお墨つきをもら

いました。Ｂ社はまだもらえないの？ そういう話になってしまうと大変な話になってしまうのだと思

うのです。 

 

［委員］ 

お墨つきは管理会社に行ってしまう。 

 

［委員］ 

行ってしまうのだとして、それでその質問をしたのです。業者って誰ですかと。 

 

［事務局］ 

管理会社をイメージしてパターン３はつくっていましたが、今のお話を聞いて、少し検討が必要だと

考えています。 

 

［委員］ 

これは建物の所有者ですね。この管理事業者と書いているけれども、建物の所有者となっていく。管

理事業者は、さっき言われた管理会社かなという話になってくる。建物を管理するのは所有者であって、
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それを委託しているわけですね、管理会社に。 

 

［委員］ 

その場合、消防庁に対して、私が持っているビルの管理体制はちゃんとしているという報告を作成す

るのは所有者の責任であるということですね。 

 

［委員］ 

所有者の責任。 

 

［委員］ 

所有者の人が提出するとしても、作成自体は管理会社に委託されないのですか。それも自分で行うと

いうことでしょうか。 

 

［委員］ 

いろいろなケースがあると思うのですけれども。 

 

［委員］ 

委託して返してくれる。そういう契約であれば、管理会社からこういう体制ですよといって、所有者

のほうに変えて、所有者から行くという。 

 

［委員］ 

だから、所有者の場合、いろいろなケースがあると思うのですけれども、基本的には所有者は発注者

なので、管理会社にちゃんとやれよと、ちゃんと適正なお金を払ってちゃんとやれよと、細かいところ

は全部管理会社がやるという形だと思うのです。だから、さっきの質問も、管理会社としては受け答え

をするという。 

 

［委員］ 

受け答えをするのですね。 

 

［委員］ 

だから、ちゃんとクオリティーのことをあまり言わないで、お金をせびったりするような、そういう

所有者はだめですよね。そういうところは管理もよくないし、問題の建物になるからという、大体そう

いうのがまずあるのではないかという気がします。 

 

［委員］ 

よろしいですか。今のお話だと、オーナーに視点が行くわけですけれども、同じ管理会社さんでも、

それぞれの建物のオーナーさんからの契約によって、管理のグレードが違うというか、そういうことも

恐らくあるのではないかなと。 

 

［委員］ 

ありますね。ありますよ、それは。お金と人ですから。 

 

［委員］ 

何人置けるか、全然違ってきますよね。そのあたりが、だからパターン３の今の形だと、消費者目線

で言ってもちょっと心配はあるかなという気がいたしました。 

 

［委員］ 

ここのパターン３のところのお話をすると、大きなところなので、中身も実情もわかっているという

ことなので、そんなにたたくと言ったら変な話ですけれども、費用を抑えていくということはあまりし

ない。小さな建物の所有者になってくると利益を出したいということになってくると、固定費になって

しまいますので、管理会社の費用という。そこのところある程度ランクづけされてしまうという。対象

としてここで言っているパターン３の話とすれば、大手の大きなところの事業者さんなので、建物の管

理をするというのはスペシャリストの人がほとんどですね。ですから、こういう管理をしなさいという

ことを管理会社に指導をするわけです。それに対して報告書をきちんと上げないと、管理会社がすげか
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えられてしまうというパターンはあると思いますね。 

変な話ですけれども、この事業者グループって、グループの中に幾つも会社があるわけです。私がい

たところは、グループの中にも管理会社がいくつかあって、私がいたところは立ち上げ部隊的な扱いな

ので、管理開始の露払いをやっていくわけですね。管理がうまくいくと、違うところのグループの管理

会社にスポッとすげかえられると。そういうパターンのところでやっていたわけですが、基本的な考え

方というのは、やはりグループですから、統一されている。という状態です。 

 

［委員］ 

確かに難しいですね。 

 

［委員］ 

難しいです。 

 

［委員］ 

それとあと、所有者のほうも単一所有者のビルのほうが少ないと思うのですよね、今。共有だったり、

あるいはファンドみたいになっていたりするときに、そうすると、事業者を所有者と置きかえても、そ

ういう面でも難しさは出るのかもしれないですね。どうすればいいのか、あれなのですけれども。 

 

［議長］ 

資料４について、用語の意味や定義については、少しご検討をいただくと良いかと思います。例えば、

パターン２でいうと、建物所有者が、複数所有者の場合もあるかと思います。 

説明では明確には出ていなかったのですけれども、パターン３で事業者グループということですが、

グループは多数の建物を所有管理する事業者グループを選定するということかもしれませんが、そうい

ったところも含めて、詰めていっていただければ良いかもしれません。 

また、インセンティブの話ですが、インセンティブについて、資料４の１ページ目の緑の背景のとこ

ろに、ご意見いただければと思うのですが、優マークがあまりインセンティブには、今の状況ですとなり

づらいのではないかというお話もありましたが、ここに出ている以外にこういったインセンティブがあ

るのではないかとか、あるいは今あるものをもう少しこうすれば、もっと価値が出てくるのではないか

など、何かご意見などございますか。 

 

［委員］ 

今の部分で、管理会社にとってはメリットがあるというお話は出てきましたが、評価対象がビルのオ

ーナーであるというときに、オーナーの人にとって何かインセンティブがないと動かないということだ

という理解でよいですか。そうだとすると、オーナーの方にとって何がインセンティブになるのかを抑

えないとダメですよね。例えばビルが安全で、テナントが入りやすいとか、そういうことがインセンテ

ィブになり得るのかどうかということです。 

もし、そのようなことであるなら、これらの事実をどこで知らせることができるのか、アピールする

ことができるのかという問題になります。つまり、オーナーさんにとってのメリット、また、どういうル

ートでそのメリットが生かせるかということがわかると、インセンティブの議論ができると思うのです

けれども、その点について教えていただけるとありがたいです。 

 

［委員］ 

今あるのは優マークですよね。あるのですけれども、優マークをとるのはすごく大変なのですね。だ

けれども一応、優マークを掲げても、それでお客さんがたくさん来るわけでもないし、あるいは家賃が

上がるわけでもないしということで、苦労が多いけれどもちょっと効果が薄いなみたいな話がこのヒア

リングの中でも出てきていたのではないかと思うのですけれども。だから、そういう安全性のお墨つき

に対して、もっとそれが世の中で価値があるのだというふうな形に高まれば、それがインセンティブに

なるかと思うのですけれども、まだどうもどうすればいいかわからないのですけれども、今の優マーク

ってそういう意味ではあまりインパクトがないと言いますか、そういうことだと。ヒアリングでもまさ

にそういうのがうかがえるかなというような気がします。 

今、例えば、その安全性ということでいくと、安全って一番大事なことだということであれしている

のだと思うのですけれども、各所有者もその誰かのお墨つきというよりは、自分たちのことでＰＲして

いくみたいな、そういう方向でやっていっているのではないかという気がします。 
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［事務局］ 

資料４の１ページに、インセンティブの例を書いていますが、パターン１なり２なりの評価を取得さ

れたところは自ら申告してもらって、良好な管理ができる建物だということを公表してもらってもいい

というイメージで書いています。 

それが果たしてメリットになるのかどうかというのは、ヒアリングを実施した３件ではどちらかとい

うと、消防の検査の立会が結構手間なので、その辺が省略できるのだったら、メリットになるかもしれ

ないということがわかっています。ヒアリングは残りまだ４０件近くあるので、その点についてもしっ

かり聞いていきたいなと考えています。ここで議論の中では、査察の回数を減らすのは特にメリットに

ならないという意見もあったので、それは難しいのではないかと考えています。 

インセンティブについては、ヒアリングの中で、効果的と思われる意見が出てくれば、次回の小部会

でお示ししたいと考えております。 

 

［委員］ 

管理会社にヒアリングすると、査察で、うちのときも、つい直近で受けたのですけれども、本当に大

変なのですね。これがなくなるというのは、管理会社にとってはメリットかもしれませんけれども、所

有者側から見ると、ちゃんとやってよと。それはちょっと反対かもしれないですよね。 

そういう査察があると、今までもう一度棚卸したりして、そういうふうに事前に不具合なんかを見つ

けたりして、一時的に上がるのですよね。それは所有者側から見ると、管理会社はメリットかもしれな

いけれども、所有者側は反対かもしれないですよ。 

消防も大変なのです。準備するほうも大変なのですけれども。うちも２日、４班で８人ですかね。そ

れを３日間、最終的には効率よくできたので２日間で終了しましたけれども。１ビルやるのにそれだけ

かかりますので。だから、それを本当に小規模の飲食店舗に展開したら、本当に安全性が高まると思う

のです。 

でも、私、所有者の立場で言えば、どちらというとやってほしい。ビルだけ考えればやってほしいと

いうことですけれども、全体最適から見ると、それだけかかっているという。 

 

［委員］ 

査察を受け入れる際には、そのビルの方は必ず各班に１人ついていたりするのですか。 

 

［委員］ 

１人もしくは２人つきます。検査を効率的にやるために、事前の段取り、例えば、テナントさんも全

部入りますので、それを回りやすいように、全部テナントさんと調節して、その間ちゃんと立ち会って

くださいよというのを事前にやったりとか。 

 

［委員］ 

そういう意味では、テナントさんにとってもある一定の時間とられるという。 

 

［委員］ 

とられます。 

 

［委員］ 

査察を受け入れることによるデメリットはあると。 

 

［委員］ 

テナントさんはデメリットと感じているかもしれないですけれども、所有者の立場でいくとメリット

ですよね。 

 

［議長］ 

今回、アンケート結果をご説明いただいたのですけれども、随分参考になる意見があったのではない

かと思います。これからさらに調査していくということで、もう調査されているものもあるかもしれま

せんけれども、どの目線でメリット、デメリットがあるかというところを意識されて、アンケートをま

とめていただくと誤解が少なくなるという印象を受けましたので、そのあたり少し意識して、アンケー

ト結果をまとめていただければと思います。よろしくお願いします。 

他に何かよろしいでしょうか。 
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［委員］ 

建物所有者が生命保険会社のところに行かれたらおもしろいと思います。かなりシビアですから、生

命保険会社の建物は。もし対象になっていれば。 

 

［議長］ 

よろしいでしょうか。それでは、会議次第のほうで議事の（３）ですけれども、「関係者が適正な自主

管理を行える環境の整備」ということでご説明いただけますでしょうか。 

 

［事務局］ 

資料６、「関係者が適正な自主防火管理を行える環境の整備」ということで、現況の防火管理者への支

援環境というものを幾つかまとめさせていただいております。 

参考資料１を見ていただいて、今、現在、東京消防庁のホームページで防火管理にかかわる情報提供

というのは、ここに参考資料１で書かれているように、防火管理各種制度の案内ですとか、自衛消防訓

練の電子学習材料（動画による訓練）とか、事業所のアドバイスとか、消防計画の作成例や、自衛消防活

動の事例、また申請の様式などが東京消防庁のホームページで情報提供されている状況です。情報は提

供されているのですが、実際、ここは書かなければいけないのですが、今、トップページを見ますとこ

のような記載のような画面になっています。知識を深めるとか、安全安心情報ですとか、試験・講習情

報とか、結局入り口から分かれてしまっている部分があるので、これが実は課題のところでもあるので

すが、どこから情報を探せばいいかわからないというような意見が、今、ちょっと出ているというよう

な状況でございます。 

ただ現実として、東京消防庁としては、現況の防火管理の支援ということで、それぞれのページはき

ちんとしたものを作らせていただいているという状況です。 

①の（２）各種広報チラシによる制度説明ということですが、参考資料の裏面を見ていただきまして、

いろいろな制度の説明などについて、消防署に来署した際に、窓口で配布したり、立入検査や訓練の指

導などで、建物に出向するときに、このような広報チラシによって制度の説明をしたいということを現

在やっているところです。 

（３）になりまして、防火管理コールセンターというものがあります。これは参考資料の先ほどの２

番、パンフレットの下にあるのですが、防火防災管理業務の電話相談窓口の設置ということで、コール

センターを開設しまして、そこの中で、待たせることなく直接担当者につなげるような形を、今、作っ

ております。電話をすると、音声ガイダンスに従って、１、２、３で自分の聞きたい内容の番号を押す

と、その関係につながるというような形で、今、やっているところです。これも防火管理者への支援の

環境ということでやっております。その１つになると思います。 

ほかに、一番下に資料６の①の（４）と（５）になるのですが、これが参考資料１の④になります。自

衛消防訓練時の消防職員の支援、日程が合えば現場に出向して訓練を指導しております。また、訓練用

の消火器の貸出、在庫がある場合などについては、水消火器の貸出を行っているというような形で支援

をしているような状況です。 

これに対して、今、問題としてアンケートやヒアリングの中でもあるのですが、資格をとったが、実

際の防火管理業務が何をしていいか分からないというような意見もいただいたりしていますので、この

辺を検討しなければいけないと思います。 

東京消防庁のホームページにどんな情報があるか分からないですとか、情報があり過ぎて分かりづら

い。自分に有益な情報かわからないというような話もありますので、この辺につきまして、②の新たな

環境の整備案として、１つとしては、自主防火管理の有効なツールとして、自主防火管理に特化したポ

ータルサイトのようなものや、アプリを提供してはどうかというのは１つ考えておるところです。 

そのコンテンツとしては、最近、要望とかがあるのが、立入検査の指摘事項、どういうことをすると

指摘になるのか。また、その罰則についての解説とかが欲しいというような意見もあるので、その辺を

十分広報していかないといけないのかなと考えています。 

それと、火災事例と被害というところも、事例にもよるのですが、なかなか出しづらい部分もあるの

ですが、よい事例があれば、そういう被害は損害が幾らでとかという話を出していくことで、少しアピ

ール、予防の、防火管理の重要性とかが分かっていただけるといいかなと考えているところでございま

す。 

この辺の各種情報を体系的にきれいにそろえた上で、わかりやすいような形で整備していく方向でい

きたいなと考えているところです。 
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それと、参考資料２にもあるのですが、自主点検補助ツール、②の矢印、黒四角の４つ目になります

が、消防が立入検査で見るような場所、項目などをわかりやすく説明できるような絵などがあれば、見

るべき場所を分かっていただけるような形で広報ができるのかなと考えております。 

また、このページの最後になるのですが、建物管理者向けのテナント管理をするようなツールなども、

これは横浜のほうでやっているという情報もありますので、この辺もちょっと検討していけるのかなと

思っております。 

裏面に行きまして、一番悩ましいのは、普及をどういうふうにしていくかというところなので、この

辺はさまざまな、今、ヒアリングをしているアンケートの中で、ヒアリングの中で少し普及についても

考えていきたいと思っております。 

これで環境の整備についての説明を終わります。 

 

［議長］ 

どうもありがとうございました。 

ただいまの資料６について何かご質問等ございますでしょうか。 

 

［委員］ 

アンケートをとっている先は、建物管理者ですか、それともテナントの防火管理者ですか。 

 

［事務局］ 

アンケートは、建物所有者に送るものと、事業者に送るものと、質問内容を変えて送らせて、アンケ

ートをしようと考えています。 

 

［委員］ 

防火管理者がその防火管理業務についてよく分からないみたいな意見もあったという。これは誰の意

見なのですか。 

 

［事務局］ 

これはヒアリングしている中で、建物の管理会社、先ほどのヒアリングしている先のところで、小さ

いテナントなんかは、自分のところの防火管理をどうしたらいいかというのをよく分かっていないとい

う意見も結構出てきたので、そういう意味も含めて入れさせていただきました。 

 

［委員］ 

いや、これテナントの防火管理者って結構よくわからないという話は想像つくのですけれども、です

から、誰に聞いたのですかという質問はそういう意味です。 

 

［議長］ 

資料６の②については、例えばパターン３のような事業者というのは大体、ノウハウを持っており、

自主チェックリストのようなものがあるのではないかと想像している方もいるように思います。 

 

［事務局］ 

支援の環境を整えないと、ホームページに書いてあるよといっても、ホームページが分からないとか、

そういうもう少し、今は見てもらうようなスタンスなので、見てもらいやすくするような、どうしても

今、置いてあるから見てくださいというようなイメージが強いので、ここに行けば防火管理の話は全部

分かるよというような場所が、ホームページ内にあるといいと考えているところです。 

 

［事務局］ 

さきほどの評価パターンについて、パターン１とパターン２と３で大きく違うのが、パターン１はそ

れほど日常的な管理までは求めていないことになります。ただ、防火対象物点検という、ソフト面を点

検する義務がかからないような小さなところでも定期的にソフト面も見てほしいというものです。この

定期というのは、例えば半年とか１年に１回ぐらいは有識者に見てもらいましょうという感じなので、

この小さいところの方々まで、日常的にもちゃんと管理してもらうのはなかなか難しいのかなと。 

パターン１と比べると、ちょっと２と３のほうはハードルが高い部分がある制度になっておりまして、

ただパターン１も最低限、年に１回、半年に１回ぐらいはちゃんと外部の評価を受けてもらおうと考え

ています。今の大宮小部会長からのご質問について、パターン１の方には、当然防火管理者としての業
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務をやっていただくのですけれども、パターン２とか３に当てはまるぐらいの日常的な業務を求めてい

るというのは、あまり想定していません。 

自主管理を日常的に実施しなければならないパターン２とか３の人が何をやっていいかわからないと

きに、手助けになるのを主に考えてはいます。が、もちろんパターン１の人に見てもらうのも構わない

ですが、想定しているのは、日常的な管理を求めているパターン２とか３の人に見てもらえればいいな

とは思っています。 

 

［議長］ 

資料６の②については、例えばパターン３のような事業者というのは大体、ノウハウを持っており、

自主チェックリストのようなものがあるのではないかと想像している方もいるように思います。 

 

［事務局］ 

例えば、ヒアリングの中でほとんどの事業者でノウハウがあるということであれば、それほどこの自

主検査ツールが使われないかもしれませんが、パターン２とか３でテナントに指導するときに、もし分

からなかったらこの辺を見たらいろいろ書いてあるよという、アドバイスをしてもらうのに使ってもら

ったらどうかと考えています。 

 

［議長］ 

パターン２の対象の建物などでは、こういうのは有効になる可能性があるかもしれません。 

 

［委員］ 

立入検査で見る項目、写真つきって、これはすごく有益だと思います。これを見たら、ぐっと日ごろ

のクオリティーも上がると思います。立入検査は２年とか３年とか５年に１回なので、経験がある人が

いない、若い人ってあまり経験したことがないのですよね。今回うちもそうだったのですけれども、経

験がある人は１人いるのですけれども、基本的にみんな初めてなので、何をどうしていいかというのは、

一応、先輩から聞いてはやるのですけれども、イメージも湧いていなくて、こういうのが事前にあると、

すごくいいです。 

 

［議長］ 

ちなみに参考資料２のような点検アプリは試行版ですけれども、比較的これは反響があったのですか。 

 

［事務局］ 

まだ、反響については分からないのですが。 

 

［議長］ 

こういう試みをされているということでね。 

他に何かございますでしょうかね。環境の整備について、いかがでしょうか。 

資料３の方向性の概要のところで、今日は赤字で立入検査をする人材の育成と支援についての拡充と

いうところが、今のご説明とも関連しているということでしょうか。 

当面、こういった形の資料６のような方向性で実施していただくということでよろしいでしょうか。 

 

［委員］ 

商業施設なんかの、いわゆるオペレーションセンターというか、管理側の人たちは、結構意識は高く

ても、知識面で経験からいって、あまりなかったりするので、そういう人たち向けに、こういう写真つ

きでこういうところを、お店のこういうところをチェックするようにしてくれみたいなのがあると、そ

れはすごく有益ではないかと思います。 

知らない者同士でやっているところ、結構あるので。店舗のほうはお話出ているとおり、アルバイト

で何も知らない人たちで、悪意もなくやってしまっているみたいなケースもありますから、そういうと

きにオペレーションセンター側の目きき力をふやすようなのは、すごくいいのではないかと思います。 

 

［議長］ 

他、何かございますでしょうか。 

資料１で審議のスケジュールにしたがい審議させていただいてきたわけですけれども、１２月５日は

今回の話を踏まえて、ブラッシュアップしていただいて、また資料をご提示いただくということでよろ
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しいでしょうか。 

 

［事務局］ 

ヒアリングの結果、アンケートの結果が大分出そろってくると思いますので、それを入れた中で、考

えていきたいと思っています。 

それと、その先の話のどのような文面で入っていくか、答申をいただくかということも少しずつ骨子

として、皆様に提示できればなと考えております。 

 

［議長］ 

１２月５日に次回実施するということになっていますけれども、何かしらのご意見などもご準備いた

だいておいてもいいのかもしれません。他に何か委員の方でご質問とかよろしいですか。コメント、よ

ろしいですか。 

 

［庁内関係者］ 

この間、部会で防火管理者の未選任の違反があるところというのは、ほかの違反も多いのではないか

とフィーリング的なお話を部長と私からさせていただいたのですが、まだ途中経過なのですが、去年１

年間の立入検査の状況を見ますと、建物の違反ということなのですけれども、建物として防火管理者を

未選任の違反指摘があるところは、その建物１件当たりの平均違反指摘数というのが、５．２４件で、

未選任の指摘がないところというのは、３．７９ということで、防火管理者をそもそも選任していない

ところというのは、ほかの違反も多いというところは出ておりますので、また次の小部会、部会に向け

て、いろいろなバックデータといいますか、そういうところもお示ししていきたいと思いますけれども、

これはちょっと宿題いただいたので、途中報告ということでさせていただきます。ありがとうございま

す。 

 

［議長］ 

他に、よろしいでしょうか。 

それでは、議案も一通り資料も含めて終わりましたので、事務局のほうにお返しいたします。 

 

８ 閉会 

事務局から平成３０年１２月５日（水）第８回小部会の開催時間等についての連絡がされ閉会した。 


